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桂川嵐山地区河川整備検討委員会の規約の改定について（案） 

 

 

行政委員の変更 

 

    人事異動等に伴い、委員名簿の所属、行政委員を変更 

 

 

 

・なお、上記内容については、規約第 7 条「この規約に定めが無い事項は、委員会

において定める。」に基づき、委員会に諮り、規約を改定するものである。 

 

【資料-１】 
桂川嵐山地区河川整備検討委員会（第７回） 



 

           

桂
川
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山

地
区

河
川
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備
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委
員

会
の

規
約

改
定

（
案

）
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改
 
定
 
前
 

改
 
定
 

後
 

桂
川

嵐
山

地
区

河
川
整

備
検

討
委

員
会
 

規
 

約
 

（
名
称
）

 
第
１

条
 

本
会
は
「

桂
川
嵐
山

地
区
河
川

整
備
検

討
委
員
会

」（
以
下
「
委

員
会
」
と

い
う
。）

と
称
す

る
。

 
 

 
（

目
的
）

 
第
２

条
 
 

嵐
山
地

区
の
河

川
整

備
に

お
い

て
、

治
水

・
環

境
・

景
観

・
観

光
等

に
関

す
る

助
言
等
を

行
い

、
観
光
産

業
へ
の

影

響
を
含
め
、
嵐

山
地
区
の

景
観
や
利
用
に
配
慮
し

た
河
川
整

備
の
計

画
に
つ
い

て
検
討
を

行
う
こ
と
を

目
的
に
、
国
土
交

通
省
近
畿
地
方
整
備
局
淀

川
河
川

事
務
所
長

（
以
下
「

事
務
所
長
」
と
い
う
。
）
が
委
員
会

を
設
置
す
る
。

 
 （
委

員
会
）

 
第
３

条
 

委
員
会
は
、
別
表
１
に
掲

げ
る
委

員
を
も
っ

て
構
成
す

る
。

 
 
 

 
２
 
委

員
会
に
委

員
長
１

人
を
置
き
、
委

員
の
互
選

に
よ
り

定
め
る
。

 
 
 

 
３
 
委

員
長
は
、

会
務
を

総
括
し
、
委
員

会
を
代
表

す
る
。

 
４

 
委
員

長
は
、
必

要
に
応
じ

て
委
員
会
を

招
集
し
開

催
す
る

。
 

 
 

 
５
 
委

員
長
は
、

職
務
を

遂
行
で
き
な
い

時
に
は
、

自
ら
指

名
す
る
委

員
に
職
務

を
委
任
で
き

る
。

 
 
 

 
６
 

委
員
に

つ
い
て

は
、

代
理

出
席

は
認

め
な

い
。

た
だ

し
、

行
政

委
員

に
つ

い
て

は
、
役
職

を
も

っ
て
あ
た

る
も
の

と

し
、

代
理
出
席

を
認
め
る

。
 

７
 
委
員

会
は
、
必

要
と
認
め

る
と
き
は
、

委
員
会
に

委
員
以

外
の
者
の

出
席
を
求

め
る
こ
と
が

で
き
る
。

 
 （
情

報
公
開
）

 
第
４

条
 
 
委

員
会
の
会

議
は
原

則
と
し
て
公
開

す
る
。
そ

の
公
開

方
針
は
別

紙
「
情
報

公
開
方
針
」

に
よ
る
も

の
と
す

る
。

 
 
 

 
 
 

 
（
任

期
）

 
第
５

条
 
 
委

員
の
任
期

は
、
平

成
２
５
年
３
月

３
１
日
ま

で
と
す

る
。

 
 
 

 
２
 

前
項
に

規
定
す

る
期

間
満

了
の

１
ヶ

月
前

ま
で

に
、

事
務

所
長

又
は

委
員

の
い

ず
れ
か
ら

何
ら

申
し
出
の

な
い
と

き

は
、
引

き
続
き
同

一
条
件
を
も
っ
て
、
本
規
約
に
基
づ

き
期
間

の
満
了
の

日
よ
り
１

年
間
継
続
す

る
も
の
と

し
、
当
該
継

続
期
間
が
満
了
し
た
と
き

も
同
様

と
す
る
。

 
 （
事

務
局
）

 
第
６

条
 
 
事

務
局
は
、

国
土
交

通
省
近
畿
地
方

整
備
局
淀

川
河
川

事
務
所
、

京
都
府
建

設
交
通
部
河

川
課
、
京

都
市
と

す
る
。

 
 （
そ

の
他
）

 
第
７

条
 
 
こ

の
規
約
に

定
め
が

無
い
事
項
は
、

委
員
会
に

お
い
て

定
め
る
。

 
 （
附

則
）

 
 
こ

の
規
約
は

、
平
成
２

４
年
７

月
２
３
日
か
ら

施
行
す
る

。
 

平
成
２
７

年
１
１
月

１
７
日
 

一
部
改

定
 

桂
川
嵐

山
地

区
河
川

整
備

検
討

委
員
会

 
規

 
約

 
（

名
称
）

 
第

１
条
 

（
変

更
な
し
）

 
 

 
（

目
的
）

 
第
２

条
 
 

 （
変
更
な

し
）

 
   （
委

員
会
）

 
第

３
条
 

（
変
更
な

し
）

 
 

        （
情

報
公
開
）

 
第
４

条
 
 
（

変
更
な
し

）
 

 （
任

期
）

 
第
５

条
 
 
（

変
更
な
し

）
 

    （
事

務
局
）

 
第
６

条
 
 
（

変
更
な
し

）
 

 （
そ

の
他
）

 
第
７

条
 
 
（

変
更
な
し

）
 

 （
附

則
）

 
 
 

 
 
（
変

更
な
し
）
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改
 
定
 
前
 

改
 
定
 
後
 

桂
川
嵐
山
地
区
河
川
整
備
検
討
委
員
会
名
簿

 

  

氏
 
名

 
（
敬
省
略
･順

不
同
）

 
所
 
属
 
等

 
専
 
門
 
等

 

学
識

経
験
者
及
び
有
識
者

 

川
﨑
雅
史

 
京
都
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
教
授

 
景
観
デ
ザ
イ
ン

 

金
田
章
裕

 
京
都
大
学
名
誉
教
授

 
人
文
地
理

 
歴
史
地
理

 

坂
上
英
彦

 
京
都
嵯
峨
芸
術
大
学
芸
術
学
部
観
光
デ
ザ
イ
ン
学

科
教
授

 
都
市
・
地
域
計
画

 
国
際
観
光

 

立
川
康
人
 

 
京
都
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
教
授

 
水
文
学

 

栂
 
承
昭

 
天
龍
寺
宗
務
総
長

 
京
都

、
嵐

山
の

歴
史
・

文
化

 

中
川
博
次

 
京
都
大
学
名
誉
教
授

 
水
工
水
理

 

深
町

加
津
枝

 
京
都
大
学
大
学
院
地
球
環
境
学
堂
准
教
授

 
景
観
生
態

 
森
林
風
致
計
画

 

道
奥
康
治

 
法
政
大
学
デ
ザ
イ
ン
工
学
部
都
市
環
境
デ
ザ
イ
ン

工
学
科
教
授

 
河
川
工
学

 

行
政

 

梅
田
和
男

 
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
淀
川
河
川
事
務
所

長
 

 

東
川
直
正

 
京
都
府
建
設
交
通
部
長

 
 

平
井
裕
子

 
京
都
府
観
光
政
策
監

 
 

宮
川
邦
博

 
京
都
市
建
設
局
土
木
技
術
・
防
災
減
災
担
当
局
長

 
 

糟
谷
範
子

 
京
都
市
観
光
政
策
監

 
 

桂
川
嵐
山
地
区
河
川
整
備
検
討
委
員
会
名
簿

 

  

氏
 
名

 
（
敬
省
略

･順
不
同
）

 
所
 
属
 
等

 
専
 
門
 
等

 

学
識
経
験
者
及
び
有
識
者

 

川
﨑
雅
史

 
京
都

大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
教
授

 
景
観
デ
ザ
イ
ン

 

金
田
章
裕

 
京
都

大
学
名
誉
教
授

 
人
文
地
理

 
歴
史
地
理

 

坂
上
英
彦

 
嵯

峨
美
術

大
学
芸
術

学
部
デ
ザ

イ
ン
学
科
教

授
 

都
市
・
地
域
計
画

 
国
際
観
光

 

立
川
康
人
 

 
京
都

大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
教
授

 
水
文
学

 

田
原
義
宣

 
天
龍

寺
宗
務
総
長

 
京
都

、
嵐

山
の

歴
史
・

文
化

 

中
川
博
次

 
京
都

大
学
名
誉
教
授

 
水
工
水
理

 

深
町
加
津
枝

 
京
都

大
学
大
学
院
地
球
環
境
学
堂
准
教
授

 
景
観
生
態

 
森
林
風
致
計
画

 

道
奥
康
治

 
法
政

大
学
デ
ザ
イ
ン
工
学
部
都
市
環
境
デ
ザ
イ
ン
工
学
科
教
授

 
河
川
工
学

 

行
政

 

東
出
成
記

 
国
土

交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
淀
川
河
川
事
務
所
長

 
 

山
本
悟
司

 
京
都

府
建
設
交
通
部
長

 
 

古
川
博
規

 
京
都

府
観
光
政
策
監

 
 

大
西
 
功

 
京
都

市
建
設
局
土
木
技
術
・
防
災
減
災
担
当
局
長

 
 

糟
谷
範
子

 
京
都

市
観
光
政
策
監
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